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東北の交通・観光の 未来へ

東北運輸局では

5つの柱を推進しています
CONTENTS
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震災からの復興
観光の復興

l❶ l 観光ビジョン推進東北ブロック戦略会議
 ～東北の観光復興加速化に向けて～

l❷ l 東北の観光復興の加速化に向けた地域の発案に基づく支援
 ～東北観光復興対策交付金の活用（例）～

人口減少、少子高齢化が進む我が国において、人口減少に伴う経済の損失を補うためには、観光に
より交流人口を拡大させ、地域経済の活力を維持していくことが重要です。
観光は真に我が国の成長戦略と地方創生の柱であるとの認識のもと、交流人口を拡大させることで

地域の雇用を生み出し、人を育て、国際競争力のある生産性の高い産業へ変革させる必要があります。
観光による東日本大震災からの復興に向けて、政府が策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」

（以下、「観光ビジョン」という。）において、東北6県の外国人宿泊者数を2020年に150万人泊（2015
年の3倍）とすることを目標に掲げています。
そのため2017年4月に「観光ビジョン推進東北ブロック戦略会議」を設置し、東北の関係者が一体

となって観光ビジョンに掲げる施策の取り組みを推進するために、構成員の取り組みの情報共有や施
策の具体化を図っています。

▪第1回開催（2017年6月9日）　▪第2回開催（2017年12月18日）　▪�第3回開催（2019年2月28日）

▪訪日外国人受入環境の向上 ～国際イベントの開催に伴う多言語対応等～
ラグビーＷＣなどの訪日外国人観戦客の来訪に向けて、岩手県三陸沿岸部では多言語コールセ

ンターや多言語メニュー支援サイト、対応マニュアルなどによる受入環境の向上を図っています。
あわせて、外国人観光客に対する観光資源のアピールや、岩手県内周遊パス造成などを行い、三陸
沿岸地域、さらには東北全体への誘客促進に取り組んでいます。

▪広域連携プロモーションの実施  
　～観光資源の冬季ブランド化・情報発信～

▪滞在コンテンツの充実強化 ～宮城オルレ推進～
気仙沼・唐桑コース及び奥松島コースの承認に向けた社団法人済州オルレの招請、新規コース造

成に向けた支援、韓国語ガイドブックの製作、多言語WEBサイトの開設等を実施しました。韓国内
で人気の高い登山・トレッキングの魅力や東北の観光資源の情報を発信することで、特に風評の影
響の大きい韓国を対象として風評被害の払拭を図ります。

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

（万人泊）

年の

３倍へ

前年比

％増

東北宿泊者数（万人泊）

全国伸び率

東北伸び率

※従業者数10人以上の施設における延べ宿泊者数（出典：観光庁宿泊旅行統計）。
　2018年は速報値。

「明日の日本を支える観光ビジョン」：『観光先進国』への新たな国づくりに向けて、政府が、2016
年3月30日、『明日の日本を支える観光ビジョン構想会議』（議長：内閣総理大臣）において、策定し
た観光ビジョン。

東北ブロックの外客来訪促進に向けた現状及び課題の整理・目標設定と具体的な方針などを議論・
共有しました。

▲�韓国メディア・旅行会社を招請し、宮城オルレコース視察（2018.10オープン）

▲森吉山 ▲蔵王山

▲八甲田山

八甲田山（青森市）・森吉山（北秋田市）・蔵
王山（山形市）を広域の樹氷エリアとして、ファ
ムツアーや樹氷サミットを通してブランド化を
図ります。

震災からの復興
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東日本大震災により壊滅的な被害を受けた東北地方太平洋岸に立地する造船所は、地盤沈下によ
る施設の水没や防潮堤建設による移転などの影響により従来施設への復旧が困難であったことから、
本格的復興を支援するために「造船業等復興支援事業費補助金」を2013年度に創設し、岩手（大船渡）
及び宮城（気仙沼、南三陸、石巻）県内の22造船・
関連事業者の集約等による8事業（事業費約168
億円、補助額約112億円）を支援しています。
これまでに7事業が完了し本格操業を開始し
ており、2019年度には最大規模の「みらい造船」
（宮城県気仙沼市）事業が完了します。

被災地の足の確保l❸ l 全世界を対象とした東北デスティネーション・キャンペーン
 ～東北観光復興プロモーション～

l❹ l 防災教育を通じた青少年交流 ～学校教育関係者の招請～

アジア、北米、欧州、豪州を中心として全世界を対象に、東北の観光復興を強力に推進するため、日
本政府観光局(JNTO)が主体となり実施する東北観光復興プロモーションにおいて、東北運輸局、（一
社）東北観光推進機構、東北の地方公共団体、観光関係者が密接に連携し、「風評被害払拭」「認知度
向上」「送客推進」の3タイプの事業を実施します。

台湾の学校教育関係者を招請し、被災地での農家民泊、震災遺構などの視察を通じて生命の尊さ、
防災のあり方を学んでもらい、教育旅行に関する意見交換を実施することで、さらなる東北への教育
旅行の促進を図ります。

▲震災遺構視察（仙台市立荒浜小学校） ▲南三陸町との意見交換（南三陸病院）

▲復旧したリアス線大槌駅（ひょっこりひょうたん島をイメージ）▲2019年3月23日鵜住居駅に入線するリアス線運行開始記念列車

常磐線復旧状況（浪江駅～富岡駅間）

▲鉄道復旧路線図

l❶ l鉄道の復旧状況

l❷ l被災地における生活交通の確保

東日本大震災により、多くの鉄道（震災発生10日後時点で25路線、
2，500㎞あまりが運休）が被災しましたが、順次、復旧が進められ、
震災から8年が経過した2018年度末時点で運休となっているのは、
帰還困難区域を含むJR常磐線「浪江駅～富岡駅」間の20.8㎞です
が、同区間についても、2019年度末の開通を目指し、除染・復旧工事
を進めています。

復興事業や避難指示解除等により変化する被
災地の移動ニーズに柔軟に対応するため、岩手県、
宮城県及び福島県における仮設住宅と公的施設、
病院、商店等を結ぶ路線バス等の運行を支援し
ています。

造船業の復興

▲�鈴木造船新工場（石巻）での新
造一番船進水式（2019年1月）

▲�みらい造船（気仙沼）建設現場
（2019年3月現在)

l❶ l 造船業等復興支援事業費補助金

東北地域の魅力を世界に向けて集中的に発信し、誘客を強力に促進する取り組みを進め
ます。「風評被害払拭」の一例として、東北6県・仙台市、（一社）東北観光推進機構、経済団体
等が、中国・大連の行政・観光関係者等との相互交流の構築等を目指し実施したトップセール
ス（2018.8.24）の時期にあわせ、東北地域のPRイベント「下一站　新友現之旅日本東北」

（2018.8.25～26）を開催し、東北の旅行情報や旅行商品等のプ
ロモーションを実施しました。ステージエリアでは東北の伝統芸能の
さんさ踊りや花笠踊りなどの華麗な演舞を披露し、また、ブースエリ
アでは東北6県と連携し、東北観光ルートや観光スポットのPR等を
行い、盛会のうちに終了しました。（来場者数：2日間合計12,492名）

T O P I C S

震災からの復興 震災からの復興
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次  長

東 北 運 輸 局 長

各部・運輸支局・事務所業務案内

■東北運輸局の定員

180名
本局 運輸支局・事務所

194名

要員
（2019年4月現在）
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総 務 部
東北運輸局全体の総合調整・管理等を行っています。
また、交通事業者における安全対策の推進及び防災・危機管理業務全般を行う安全防災・

危機管理調整官と、広報業務全般を行う広報対策官を配置しています。

安全防災・
危機管理調整官

⃝交通の安全の確保、運輸安全マネジメント
⃝交通に関連する防災　⃝危機管理業務

総務課 ⃝総合調整　⃝公文書管理　⃝情報公開
⃝情報システム管理　⃝庁舎の管理

人事課 ⃝職員の人事・給与　⃝福利厚生　⃝研修事務

会計課 ⃝予算要求・使用計画　⃝契約　⃝物品・国有財産の管理

広報対策官 ⃝行政情報の提供・公開　⃝広報関係業務

運輸安全マネジメント制度

制度創設から10年が経過し、新たな方向性や今後5年間で重点的に取り組む措置等を盛り込
んだ提言「運輸安全マネジメント制度の今後のあり方～これまでの10年を踏まえた運輸安全マ
ネジメントのスパイラルアップに向けて～」（2017年4月公表）がとりまとめられました。

とりまとめの主な内容
⃝�貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点的に実施し、今後5年間です
べての貸切バス事業者の安全管理体制をチェック

⃝�トラック・タクシー事業者における運輸安全マネジメント制度の適用範囲を保有車両数
300両以上から200両以上へ拡大

⃝�テロ、感染症等の新たなリスク等社会環境や、職員の高齢化等事業環境の変化に応じた
「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」の見直し

⃝運輸安全マネジメント評価のための国の体制強化

運輸安全マネジメント制度の今後

主な取り組み

l❶ l 採用活動・人材育成

l❷ l 輸送の安全確保

東北運輸局の業務を広く知っていただき、興味を持っていただけるよう、学校での説明会等様々な
機会を捉えて採用活動を実施しています。また入省後は、交通運輸、観光に係る各種研修への参加を
通じて、幅広く運輸行政に関する知識等を習得してもらい、安全安心をモットーに、様々な行政ニーズ
に迅速かつ的確に対応できる優れた人材の育成に取り組んでいます。

輸送の安全確保は、国民の生活や経済を支える運輸事業の根幹を成すものであり、利用者に信頼さ
れる輸送サービスを実現するためには、何よりも優先されるべきものです。
総務部では、自然災害時の対応をはじめ輸送の安全確保対策の総括管理を行っています。

運輸安全マネジメント制度は、運輸事業者自
らが、経営トップから現場まで一丸となって安全
管理体制を構築し、継続的に取り組むことを目
的としています。
東北運輸局では、安全管理体制の運用状況を

定期的に評価するための「運輸安全マネジメン
ト評価」を実施し、取り組み状況を確認すると
ともに必要な助言等を行うことにより、安全性
の向上を図っています。

▲�東北ＯＰゼミ（若手職員との懇談） ▲�新規採用者研修

▲�運輸安全マネジメントセミナー

▲年末年始総点検　バス ▲春期総点検　旅客船▲年末年始総点検　鉄道

総務部
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自動車、鉄道、船舶等の各交通モードが連携した地域公共交通ネットワークを実現してい
くことが求められており、地域公共交通網の計画策定や地域公共交通の確保・維持・改善に係
る支援を実施しています。また、温室効果ガスの排出削減、流通業務の省力化による持続可
能な物流体系の構築、国民生活・経済活動に欠かせない重要物資を大量かつ安全に保管する
役割を担う倉庫業の指導・監督、さらには、バリアフリー法に基づいた、高齢者、障がい者等の
円滑な移動及び施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進しています。

交通企画課
⃝地域公共交通の確保・維持・改善に係る支援
⃝地域公共交通網形成・再構築の推進
⃝地域が抱える交通の課題解決に向けた支援

環境・物流課

⃝効率的な物流施策の推進及び支援（モーダルシフト等推進事業等）
⃝�訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（消費拡大）の執行�
（手ぶら観光の推進等）
⃝倉庫業の指導・監督
⃝交通環境対策等の推進（グリーン経営等）

⃝交通・観光分野におけるバリアフリー化の推進
⃝交通に関する行政相談窓口
⃝交通に関する統計調査・情報分析
⃝公共交通事故被害者等の支援

消費者行政・
情報課

主な取り組み

l❶ l 地域公共交通ネットワークの再構築

l❷ l 地域をつなぐ足の確保

地方公共団体が中心となって持続可能な地域公共交通ネットワークを形成するための枠組みが設け
られ、地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにするマスタープランである「地域公共交通網
形成計画」や地域全体の公共交通ネットワークを全面的に再編する「地域公共交通再編事業」を実施
するための「地域公共交通再編実施計画」の策定が各地で進められています。
東北運輸局では、こうした取り組みを後押しするため、「地域公共交通網形成計画」等の策定にお

ける助言や指導を行っています。

東北運輸局では、「地域公共交通確保維持改善事業」を通じて、「生活の足」を守るための地域の
取り組みを支援しています。

地域の特性に応じた生活交通の確保維持
幹線バス交通�…��地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入を支援
地 域 内 交 通�…��過疎地域等において、コミュニティバス、デマンドタクシー等の地域内交通

の運行や車両購入等を支援
離島航路・航空路�…��離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等

を支援

快適で安全な公共交通の構築
⃝�ノンステップバスの導入、鉄道駅における内方線付点状ブロックの整備等
⃝地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

地域公共交通ネットワーク形成に向けた計画策定の後押し
⃝地域公共交通網形成計画等の策定に係る調査
⃝地域公共交通網形成計画等に基づく利用促進・事業評価

交通政策部

東北における「地域公共交通網形成計画」の策定状況　�：�７１件
　　　　　　「地域公共交通再編実施計画」の策定状況�：�２件� （２０１８年度末）

福島大学の協力を得て、地方公共団体、交通事業者、学識経験者等が一堂に会する「おでかけ
交通博」を開催し、東北各地における「おでかけの足」の確保に関する取り組みを知ることが可能
となっています。

2018年度は秋田県において第5回を開催し、約200名の方に参加いただきました。

※地域公共交通東北仕事人制度：地域公共交通に対する熱意とノウハウを有した学識者、ＮＰＯ、自治体職員等の人材ネットワーク制度
・開催実績：福島市（第１回／２０１４年）、弘前市（第２回／２０１５年）、山形市（第３回／２０１６年）、北上市（第４回／２０１７年）

▲ポスターセッション ▲トークセッションwith�東北仕事人※

T O P I C S

交通政策部
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l❻ l 心のバリアフリーの推進

l❸ l�新たなモビリティサービスを推進

l❹ l 物流総合効率化計画認定の促進

高齢者、障がい者等が安心・安全に社会生活を行っていただくためには、施設の整備（ハード面）だ
けではなく、その方々が困っていることを社会全体の問題として認識し、心のバリアを取り除いて社
会参加に積極的に協力する「心のバリアフリー」が求められています。
東北運輸局では「心のバリアフリー」を推進するため、幅広い層の皆さんに対し、高齢者、障がい者

等が置かれている状況を擬似的に体験していただくことなどを主な内容とする「バリアフリー教室」
を開催しています。

ＭａａＳ※などの新モビリティサービスや公共交通分野におけるオープンデータ化の推進に向け、「新
モビリティサービス推進事業」により支援を行います。また、グリーンスローモビリティ※の活用に向け、
「グリーンスローモビリティの活用検討に向けた実証調査支援事業」により支援を行います。

東北運輸局では物流総合効率化法に基づき、流通業務を一体的（輸送、保管、荷さばき及び流通加
工）に実施するとともに、輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化等の輸送の合理化により流
通業務の効率化を図る事業に対する計画を認定しています。
認定により、税制特例、立地規制

に関する配慮、モーダルシフト等推
進事業費補助金などで輸送の合理
化・効率化計画を後押ししています。
また、物流関連セミナーや物流事

業者等が集まる会合などに出向き、
制度概要説明、計画策定の相談など
による促進活動を実施しています。
2018年度は、８月１日付けでモー

ダルシフトの効率化計画、１２月５日
付けで輸送網の集約計画を認定しま
した。

l❺ l�手ぶら観光
訪日外国人旅行者が鉄道等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解

消するために、空港・駅・商業施設等で荷物の一時預かり、空港・駅・
ホテル・海外の自宅等へ荷物を配送する「手ぶら観光」を推進して
います。 会津若松駅観光案内所の手ぶら観光▶︎

観 光 部
2018年の日本への訪日外国人旅行者数は、3,119万人（対前年比8.7％増）と初めて3,000

万人を突破し、過去最高を記録しました。
東北運輸局では、観光案内所の機能強化や多言語対応などの外国人を受け入れるための

環境を整備するとともに観光地域づくりや観光資源の磨き上げを図り、広域連携によるプロモー
ションを通して東北の観光復興の加速化を目指します。

観光企画課

⃝観光ビジョン推進東北ブロック戦略会議の運営
⃝訪日外国人旅行者の受入環境整備
⃝東北地方観光案内所協議会の運営
⃝旅行業、宿泊業の指導・監督

国際観光課
⃝訪日プロモーションの実施
⃝�日本政府観光局（JNTO）東北観光復興プロモーション事業との連携調整
⃝外国人宿泊統計に関する業務

⃝東北観光復興対策交付金の活用
⃝日本版DMOの支援・形成促進・連絡調整会議の運営
⃝観光地域づくり・観光資源の磨き上げ促進支援

観光地域振興課

主な取り組み

l❶ l 観光案内所の機能・連携強化
東北6県でどこに行っても同等の案内サービスが提供できるよう観光案内所の機能・連携強化を図

ることを目的として東北地方観光案内所協議会を設置しています。課題とされている訪日外国人との
コミュニケーションの向上を図るため、案内所スタッフ向けの多言語スキルアップ研修などを実施して
います。

▲観光案内所スタッフ向け多言語スキルアップ研修（左：仙台会場、右：秋田会場）

※ＭａａＳ（Mobility�as�a�Service）：様々な移動を一つのサービスとして捉える概念
※グリーンスローモビリティ：時速20km未満で公道を走ることが可能な4人乗り以上の電動パブリックモビリティ

交通政策部
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DMOインバウンドセミナー（フェニックス塾）開催
広域DMOである（一社）東北観光推進機構の取り組みとして、将来の観光人材を育成し、また、

人材のネットワーク化を図る観点から、東北６県及び新潟県のDMO関係者などを対象にインバ
ウンドセミナーの開催を支援しました。

インバウンド受入
の裾野の拡大や満足
度向上を目指すため、
地域を越えた広域的
な情報やノウハウな
どの共有を図ってい
く取り組みを継続して
支援していきます。

東北のスノーリゾートの魅力を豪州に向けて発信!!
シドニーで開催された「Snow Travel Expo Sydney 

2018」にブース出展し、オーストラリア人に人気の高いパ
ウダースノーや豊富な積雪量を誇る東北のスノーリゾート
のPRを行いました。東北の温泉や食、伝統文化など東北
ならではの魅力も合わせて発信し、新たなスノーブランド
の確立を目指します。

東北の登山・トレッキングの魅力を韓国に向けて発信!!
未だ震災前水準への回復が図られていない韓国市場向け

に、風評の影響が少なく人気の高い登山・トレッキング等アウ
トドアコンテンツを軸としたPRを行いました。旅行会社の
招請コースに「宮城オルレ」や「八幡平ドラゴンアイ」等タイ
ムリーなトレッキングコンテンツを組み込み、さらなる旅行商
品の造成を促進します。

観光案内所スタッフ向けスキルアップ・ネットワーク強化研修
今後、多くの外国人の来訪が想定される観光案内所スタッフ向けに、すでに多くの外国人が訪

問している観光案内所で実地体験研修を実施しました。実際に案内所を訪問する外国人旅行者
の案内対応などを研
修し、訪日外国人の
特徴に応じた対応や
スタッフとしての心
構えを学びました。

▲第３回フェニックス塾（秋田会場）

▲観光案内所スタッフ向け実地体験研修（左：花巻観光センター会場、右：はちのへ総合観光プラザ会場）

T O P I C S

T O P I C ST O P I C S

l❷ lクルーズ列車を活用したクルーズ客の受入環境の向上

l❸ l 訪日プロモーション

l❹ l 広域観光周遊促進に向けた観光地域づくり

秋田港へ寄港したクルーズ客の男鹿半島までの交通アクセス改善のためクルーズ列車（鉄道）を活
用し、旅行商品造成に繋げる実証実験を実施しました。モニターツアー参加者30名を募り、男鹿駅ま
で移動後、観光資源や多言語表記などの受入環境を視察しました。モニターからの様々な意見を踏ま
え、二次交通のあり方も含めた受入環境の向上を図ります。

国と地方公共団体、民間企業等が広域的に幅広く連携し、東北の魅力的な観光資源を海外に発信す
ることで、東北地方に来訪する訪日外国人旅行者の誘客を促進します。

DMOを中心として観光地の魅力の向上を図るため、マーケティング調査や戦略策定、これに基づ
く滞在コンテンツの開発や観光人材の育成などを支援することにより、訪日外国人旅行者等の広域的
な周遊観光をはじめ、多くの来訪・滞在を促進します。
DMOとは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの

舵取り役です。多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現す
るための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人です。

▲モニターツアー参加者風景（クルーズ列車内） ▲石焼料理の実演

▲ �男鹿真山伝承館での
なまはげ体験

�

観光部観光部
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鉄 道 部
鉄道事業や索道事業（ロープウェイ、ゴンドラ、リフトなど）の運送サービスの向上、事業の

発達・改善・調整をはじめ、事故の調査及び防止に関する指導、施設の検査、保安監査等を通
じた輸送の安全確保を目的とした業務を遂行しています。

計画課

⃝鉄道事業の許認可
⃝鉄道事業における運賃・料金の認可等
⃝地方鉄道の維持・活性化対策
⃝地方鉄道の支援（補助金等）

技術課

⃝鉄道・索道事業等の施設（土木・電気等）の認可及び検査等
⃝鉄道事業等の車両の安全確保に関する業務
⃝踏切道の調査・改良対策
⃝駅のバリアフリー化対策

⃝鉄道・索道事業の事故の報告・調査分析
⃝事故防止対策の推進
⃝鉄道等の運行に関する業務
⃝動力車操縦者運転免許に関する業務
⃝運輸安全委員会の活動支援

安全指導課

⃝鉄道・索道事業者に対する保安監査、運輸安全マネジメント鉄道安全監査官

主な取り組み

l❶ l 踏切事故防止
 キャンペーン

l❸ l 鉄道等の保安監査

l❹ l 地方鉄道への支援

l❷ l 鉄道・索道施設の完成検査

東北管内において、年間数件の踏切
事故が発生しており、東北運輸局では踏
切事故防止を目的とした安全啓発活動
として、春・秋の交通安全運動期間に合
わせ、鉄道事業者等と連携しての踏切
事故防止キャンペーンを実施しています。

輸送の安全確保のため、鉄道・索道事業者に立ち入り、施設や車両、運転取り扱い等の状況につい
て保安監査を実施しています。

人口減少・少子高
齢化に伴い、利用者
が減少し、厳しい経
営環境となっている
地方鉄道事業者の鉄
道施設の老朽化対策
工事や車両更新に対
して、鉄道施設総合
安全対策事業や地域
公共交通確保維持改
善事業などにより支
援しています。

鉄道等の施設が新設された場合や大規模な変更があった場合、施設の完成検査を実施し、基準へ
の適合性の確認を行っています。

沼潟踏切事故防止キャンペーン

▲

▲ �国・沿線自治体等の支援によ
り導入した阿武隈急行新型
車両

▲常磐線復旧工事の完成検査 ▲索道事業の完成検査

鉄道部
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自動車交通部
バス・タクシー・トラック運送事業等の許認可や自動車運送事業の生産性の向上・活性化及

び効率化対策の推進のほか、自動車運送事業者に対する監査・指導業務を行っています。
また、自動車運送事業者に対する各種助成や自賠責保険関係業務も行っています。

旅客第一課
⃝バス事業の許認可等
⃝バス事業の補助金業務
⃝自賠責保険・共済に関する業務

旅客第二課 ⃝タクシー事業の許認可等
⃝タクシー事業の適正化・活性化の推進

⃝トラック事業の許認可等
⃝貨物利用運送事業の許認可等貨物課

⃝自動車運送事業者に対する監査及び指導
⃝自動車運送事業者に対する運輸安全マネジメント評価自動車監査官

主な取り組み

l❶ l  路線バス事業の生産性の向上

l❷ l タクシー事業の活性化

l❸ l トラック輸送における取引環境・労働時間の改善

l❺ l 自動車運送事業の安全の確保

l❹ l 自動車運送事業の運転者確保今後の人口減少が見込まれる中
で、路線バス事業の赤字額の増加に
より、バス路線の維持が困難になる
ことが予測されており、路線バス事
業の生産性の向上が喫緊の課題と
なっています。
課題解決のため、地方公共団体、

バス事業者等の関係者と連携し、貨
客混載、路線再編、観光利用の拡大
などに取り組んでいます。

近年増加している訪日外国人をはじめ、高齢者、
車いす使用者、妊娠中の女性など、誰もが利用し
やすいユニバーサルデザインタクシー（UDタク
シー）の導入支援をはじめ、供給過剰対策や空港
等の定額タクシーなど地域の実情に応じた様々な
取り組みを支援しています。

トラック運送事業は、他の産業と
比較して長時間労働の傾向にある
ことから、荷主や運送事業者等の関
係者が一体となって長時間労働の
抑制に向けた環境整備を進めるこ
とを目的に「トラック輸送における
取引環境・労働時間改善協議会」を
東北6県に設置しています。協議会
において、トラックドライバーの労
働時間短縮を目指すパイロット事業
を実施し、その成果として策定され
た「取引環境と長時間労働の改善
に向けたガイドライン」の普及を通
じ、トラック輸送の長時間労働改善
策の定着に取り組んでいます。
また、取引環境の改善に向けて各

県トラック協会が開催する荷主懇談
会等への支援や荷主協力要請書の
発出を行っています。

「朝積みの時間の前倒し」、「荷物の区分け・整理」、
「1 運行の荷受け先削減」による拘束時間の削減

輸送の安全確保状況や法令遵守の状況を確認するため、自動車運送事業者やその施設に対し、監査・
指導を行っています。
また、自動車運送事業について、絶えず輸送の安全性の向上に向けた取り組みを求め、経営トップ

主導による安全管理体制の構築を図るため、貸切バス事業者等に対して運輸安全マネジメント評価を
行っています。

自動車運送業界の運転者不足は、バスやタクシーなどの公共交通の維持が困難となり、また、トラッ
クによる物流が滞り国民生活への影響が懸念されています。
地域の移動手段及び日本経済を支える重要な職種であることをPRするとともに、自動車運送事業

者の生産性向上に向けた取り組みや運転者の受け入れ環境の整備にかかる支援を行っています。

貨客混載の取り組み
（バス事業者：羽後交通（株）、
宅配事業者：日本郵便（株））

▲

仙台市内に導入されたUDタクシー

▲

拘束時間が18.0時間から
15.7時間に短縮

自動車交通部
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目 標 値（計画期間：２０１７年度～２０２０年度）

自動車技術安全部
自動車の検査・登録、自動車整備事業の指導・監督・育成に関する業務を行っています。
自動車の点検・整備による安全・安心の取り組みや事故防止・環境保全に取り組んでいます。

管理課 ⃝自動車の登録に関する窓口業務の統括管理
⃝自動車に関する各種統計

整備・保安課
⃝自動車整備事業の認証等や指導監督
⃝不正改造車を排除する運動・自動車点検整備推進運動の実施
⃝自動車整備士の資格に関する業務

⃝検査（車検）に関する窓口業務の統括管理業務
⃝自動運転に関する業務
⃝先進安全自動車（ASV）の普及業務
⃝自動車の保安基準業務（試作車の審査、緩和認定等）
⃝自動車のリコール関係業務（調査、指導、監査、情報収集）
⃝街頭検査の企画・管理等業務

技術課

⃝自動車運送事業の安全対策・環境保全関係
⃝低公害車の普及促進関係保安・環境調整官

主な取り組み

l❶ l 図柄入りナンバープレートの導入
自動車を登録した際に

交付されるナンバープレー
トを活用し、地域振興・観
光振興の取り組みとして、
地元の魅力を図柄にした
「図柄入り特別仕様ナン
バープレート」の普及促
進を図っています。（盛
岡、岩手、平泉、仙台、山
形、庄内）

街頭検査（福島県いわき市） ▼

l❷ l  車検及び街頭検査による自動車の安全確保
自動車の安全・環境基準への適合性を定期的に確認する

検査（車検）のほか、いわゆる車検切れ車両や、不正な改造
車等をなくすため、街頭検査を実施しています。

l❸ l 自動車整備士の人材確保・育成及び
自動車整備事業の活性化

整備士を目指す若者が減少していることから、運輸支局長が高等学校を訪
問し、整備士が自動車の安全と安心を支える重要な職種であることをPRす
るなど、整備士の人材確保のための取り組みを推進しています。また、自動運
転車両などに対応するための整備事業の技術力向上や生産性向上の取り組
みの支援を行っています。

▼

整備士の重要性をPRするポスター

▲地方版図柄入りナンバープレート（東北６地域：2018.10交付開始）

l❻ l 東北運輸局
安全プラン2020
事業用自動車の事故削減に

取り組む新たな目標値を設定
し、デジタコや先進安全自動
車の普及を促進しています。

❶2020年までに死者数16人以下
【 バ ス 】死者数0人
【タクシー】死者数0人
【トラック】死者数16人以下

❷2020年までに事故件数824件以下
【 バ ス 】事故件数41件以下
【タクシー】事故件数271件以下
【トラック】事故件数512件以下

❸飲酒運転ゼロ
バス、タクシー、トラック共通

❹危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無
バス、タクシー、トラック共通

l❹ l 自動運転実用化の推進
限定地域での無人自動運転移動サービス（レ

ベル4）を2020年まで、また、高速道路における
自家用車の自動運転（レベル3）を2020年目途
に、それぞれ実用化するため、東北地方におけ
る自動運転実証実験に参加しています。

▲道の駅「かみこあに」での実証実験

l❺ l 低公害車導入の補助事業
電気バス等の導入補助を行っています。

▼ �

盛岡駅前を走行
するEVバス

▼ �会津若松駅前で
のEVバス出発
セレモニー

自動車技術安全部

21 22東北運輸局　業務案内 2019

運輸局-業務案内2019-本文_七[01-30].indd   21-22 2019/06/18   20:15



海事振興部
離島住民の日常生活に不可欠な離島航路への運航支援、クルーズ船の寄港回数増加をは

じめとした旅客船事業の活性化、物流の動脈としての役割を果たす内航海運業の健全な発
達に取り組んでいます。
また、造船業や「海の駅」の活性化、海上交通を支える船員を育成・確保するための取り組

みや、次世代を担う若年層への海洋教育推進に努めています。

海事産業課 ⃝海事思想の普及　　⃝旅客航路事業の許認可等
⃝クルーズ船の誘致、クルーズ振興

船員労政課 ⃝船員の職業紹介・指導・雇用保険の支給認定等
⃝船員等の確保・育成　　⃝船員の最低賃金

⃝港湾運送事業の許認可等　　⃝内航海運業の登録等
⃝貨物利用運送事業（内航・外航海運）の許認可、登録等貨物調整官

⃝造船業等海事産業の振興及びマリンレジャーの普及促進
⃝モーターボート競走に関すること船舶産業振興官

主な取り組み

l❶ l 東北のクルーズ振興

l❷ l 岩手県と北海道を結ぶ「海の道」が誕生

l❸ l 宮古に東北初の「マリンチック街道」が誕生

東北地域のクルーズ船寄港回数の増加による地域の活性化を目標として、2017年3月に東北ブロッ
クの官民連携による「東北クルーズ振興連携会議」を創設しました。東北地域の2018年寄港回数は、
過去最高を記録しました。2019年も、更なる記録更新を目指します。

2018年6月、宮古と室蘭を結ぶフェリー航路が開設され、両地域の交
流人口拡大と物流の活性化に寄与しています。同年10月からは南下便（宮
古行き）が八戸港にも寄港して、利用者利便を向上させました。また、北
海道胆振東部地震では電源車などの災害派遣車両を輸送し、被災地の復
旧・復興支援にも貢献しました。今後も、航路の活性化支援に努めます。

国土交通省では、「海」や
「船」がもっと「楽しく身近な存
在」になるよう「C�to�Sea�プロ
ジェクト」を推進しています。そ
の一環として、一般旅行者やグ
ルメ愛好家なども安全かつ気軽
にクルージングを楽しむために、
海の駅に寄港しながら近郊の観
光地やグルメスポット等を巡る
という要素を加えたクルージン
グモデルルートを「マリンチック
街道」として紹介しており、この
度、東北では初めてとなる「宮
古」が新たに選定され、全国で
は16ルートとなりました。

▲クルーズ講演会 ▲海技者セミナー▲クルーズカレンダー（表紙） ▲船内見学▲歓迎セレモニー ▲乗船体験

▲マリンチック街道宮古パンフレット（PDF版）

l❹ l 船員等の確保・育成
船舶に乗り組む船員を確保・育成するため、船員の求人・求職など職業紹介を行っています。船員未

経験者向けの求人はハローワークへの情報提供を行います。海運会社と学生・求職者等が一堂に会す
る企業説明・就職面接会「めざせ！海技者セミナー」の開催、水産系高校生への出前講座や船内見学等
を行い、船員の仕事や待遇への理解と雇用の促進を図ります。また、小中学生を対象とした乗船体験、
造船所等の海事施設見学を行い、船舶や海事産業への認識を醸成する取り組みを進めます。

海事振興部

23 24東北運輸局　業務案内 2019

運輸局-業務案内2019-本文_七[01-30].indd   23-24 2019/06/18   20:15



海上安全環境部
船舶検査や立入検査等の実施により、船舶自体の安全性確認や安全航行の確保を図ると

ともに、船員の労働条件等を監査し、船員の安全についても確保しています。
東日本大震災の経験を踏まえ、船舶運航事業者における津波避難マニュアルに基づく津波

避難訓練の実施を支援・協力します。

船舶安全環境課
⃝船舶の登録・検査事務
⃝危険物及び特殊貨物の海上輸送に関する業務
⃝廃油処理事業に関する業務

船員労働環境・
海技資格課

⃝船員手帳、雇入等契約届出事務
⃝海技免状、小型船舶操縦免許証に関する業務
⃝小型船舶操縦者の遵守事項に関するパトロール

⃝旅客航路事業の許認可に係る安全上の審査
⃝船舶の運航管理及び輸送の安全確保に関する監督
⃝船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査
⃝運輸安全マネジメント

運航労務監理官

⃝船舶検査の執行
⃝船舶の安全管理システムの審査
⃝船舶の保安措置に関する検査
⃝船舶のバリアフリー基準の審査

船舶検査官

⃝船舶のトン数の測度の執行
⃝船舶件名書及び各種トン数証書の作成
⃝船舶国籍証書の検認等の臨検
⃝地方公共団体への測度講習会等の実施

船舶測度官

⃝海技免状（船員の免許）の取得試験の執行
⃝水先人（港のパイロット）免許の取得試験の執行海技試験官

⃝安全航行の確保・海洋汚染防止装置等の検査
⃝船員の資格、労働環境の確保に係る検査
⃝油濁損害賠償保障法による油濁損害や船体撤去費用を保障する保険への加入確認

外国船舶監督官

⃝大規模油流出事故、放置座礁船への対応
⃝油濁損害賠償保障契約情報（一般）の事前審査及び同情報通報の受理

海事保安・
事故対策調整官

主な取り組み

l❶ l 旅客船の安全総点検

l❷ l 船舶の安全確保

l❸ l アジア・太平洋地域でのPSC※協力体制の推進

陸海空の交通は、年末年始、人の移動や物の流通が特に盛んになります。
「安全」が交通運輸サービスの基礎となるため、国土交通省は全ての公
共交通機関に自主点検を指導しており、それに運輸局の立ち入り点検を
組み合わせ、官民協働で、設備の状況、ヒューマンエラー対策、感染症、
テロ対策まで、幅広い観点で安全の確保を図っています。このうち海（水）
上の旅客船については、船舶検査官、運航労務監理官、船舶測度官が、
それぞれの専門性を基にして点検を担っています。

船舶安全法（船舶の堪航性を保持し、人命の安全を確保することを目的と
した法律）等の関係法令に基づき船舶検査や国際船舶保安法に基づく保安
検査等を着実に行い、船舶自体の安全性を建造時から定期的に確認します。
また、就航中の日本船舶への立ち入り検査を実施し、船舶の安全航行の

確保を図る業務です。

PSC業務がその目的を達成するために
は各国が協力して実施することが効果的で
あることから、アジア・太平洋地域において
は周辺各国との協力体制（東京MOU）を
構築し情報を共有し効果的なPSCを実施
しています。

▲担当官による救命胴衣等の確認

▲主機関解放検査中の船舶検査官

▲各条約証書、記録簿等の書類確認 ▲自由降下式救命艇の検査

東北運輸局では2016年度よりGTC（東京MOU加盟国域内及び
IMO（国際海事機関）からの推薦を受けた担当官を日本に招いて行う研
修）に係わる実地訓練（On Board Training）を行っています。

昨年は、ジョージア及びソロモン諸島からの研修生を受け入れました。

東北地方の旅客船には、冬期の休眠を経て、雪解け、桜の開花とともに運航を再開する観光航
路が多くあります。このため、旅客船については年末年始のほかに春にも安全総点検を実施して、
安全運航に対する意識の高揚を図っています。

T O P I C S

T O P I C S

船舶の堪航性 ：��船舶が航行中に通常遭遇する気象、海象等に耐えて安全に航行
することができる性能

※PSCとは：�国際条約の基準を満足していない船舶（サブスタンダード船）の排除を目的として、入港した外国船舶に立入、条約の適合
性を確認し是正指導を行っているのが外国船舶監督（Port�State�Control）業務です。

海上安全環境部
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運輸支局・
自動車検査登録事務所・
海事事務所

運輸支局

⃝地域における交通対策・観光振興の推進
⃝交通運輸関係事業の申請手続き
⃝自動車の検査・登録
⃝船員の職業紹介、失業保険の認定
⃝船舶検査
⃝海事関係事業の申請手続き

自動車検査登録
事務所 ⃝自動車の検査・登録

⃝船員の職業紹介、失業保険の認定
⃝船舶検査
⃝海事関係事業の申請手続き
⃝船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査

海事事務所

青森運輸支局
八戸自動車検査
登録事務所

青森運輸支局

岩手運輸支局
（本庁舎）

岩手運輸支局
（宮古庁舎）

福島運輸支局
（本庁舎）

福島運輸支局
いわき自動車検査
登録事務所

福島運輸支局
（小名浜庁舎）

気仙沼海事事務所

宮城運輸支局

石巻海事事務所

本局

秋田運輸支局

山形運輸支局
（酒田庁舎）

青森運輸支局
八戸海事事務所

山形運輸支局
（本庁舎）

山形運輸支局
庄内自動車検査
登録事務所

■運輸支局の主な業務
地域における交通対策・観光振興の推進、
自動車の検査・登録、交通運輸関係事業の申請手続き
船員の職業紹介、失業保険の認定、船舶検査、
海事関係事業の申請手続き

■自動車検査登録事務所の主な業務
自動車の検査・登録

■海事事務所の主な業務
船員の職業紹介、失業保険の認定、船舶検査、
海事関係事業の申請手続き

福島運輸支局（本庁舎）
〒960-8165  福島市吉倉字吉田54
TEl 024-546-0345　FAX 024-545-1561

福島運輸支局（小名浜庁舎）
〒971-8101  いわき市小名浜字船引場19  小名浜地方合同庁舎
TEL 0246-54-2311　FAX 0246-53-2263

福島運輸支局  いわき自動車検査登録事務所
〒973-8403  いわき市内郷綴町字舟場1-135
TEL 0246-27-6151　FAX 0246-27-2815

福
　島
　県

青森運輸支局
〒030-0843  青森市大字浜田字豊田139-13
TEL 017-739-1501　FAX 017-739-1505

青森運輸支局  八戸自動車検査登録事務所
〒039-2246  八戸市桔梗野工業団地二丁目12-12
TEL 0178-20-3161　FAX 0178-20-4115

青森運輸支局  八戸海事事務所
〒031-0831  八戸市築港街二丁目16　八戸港湾合同庁舎
TEL 0178-33-0718　FAX 0178-34-3779

青
　森
　県

岩手運輸支局（本庁舎）
〒020-0891  紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8-5
TEL 019-638-2154　FAX 019-638-5488

岩手運輸支局（宮古庁舎）
〒027-0038  宮古市小山田一丁目1-1  宮古合同庁舎
TEL 0193-62-3500　FAX 0193-63-7650

岩
　手
　県

宮城運輸支局
〒983-8540  仙台市宮城野区扇町三丁目3-15
TEL 022-235-2517　FAX 022-231-5377

石巻海事事務所
〒986-0845  石巻市中島町15-2　石巻港湾合同庁舎
TEL 0225-95-1228　FAX 0225-95-7637

気仙沼海事事務所
〒988-0034  気仙沼市朝日町1-2　気仙沼合同庁舎
TEL 0226-22-6906　FAX 0226-23-5563

宮
　城
　県

山形運輸支局（本庁舎）
〒990-2161  山形市大字漆山字行段1422-1
TEL 023-686-4711　FAX 023-686-5012

山形運輸支局（酒田庁舎）
〒998-0036  酒田市船場町二丁目5-43  酒田港湾合同庁舎
TEL 0234-22-0084　FAX 0234-22-0700

山形運輸支局  庄内自動車検査登録事務所
〒997-1321  東田川郡三川町大字押切新田字歌枕3
TEL 0235-66-4118　FAX 0235-66-2751

山
　形
　県

秋田運輸支局
〒010-0816  秋田市泉字登木74-3
TEL 018-863-5811　FAX 018-862-9907

秋
田
県

青森運輸支局
八戸自動車検査登録事務所

青森運輸支局

岩手運輸支局
（本庁舎）

岩手運輸支局
（宮古庁舎）

福島運輸支局
（本庁舎）

福島運輸支局
いわき自動車検査登録事務所

福島運輸支局
（小名浜庁舎）

気仙沼海事事務所

宮城運輸支局

石巻海事事務所

本局

秋田運輸支局

山形運輸支局
（酒田庁舎）

青森運輸支局
八戸海事事務所

山形運輸支局
（本庁舎）

山形運輸支局
庄内自動車検査登録事務所

▲車検場における検査コースの様子

▲自動車の外観検査の様子

▲自動車下まわりの検査の様子 ▲船舶検査の様子

▲��自動車の登録申請・相談の様子 ▲旅客船総点検の様子

運輸支局・自動車検査登録事務所・海事事務所

27 28東北運輸局　業務案内 2019

運輸局-業務案内2019-本文_七[01-30].indd   27-28 2019/06/18   20:15




